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１．はじめに 

高砂市、加古川市、稲美町及び播磨町の東播２市２町から発生する可燃ごみ、不燃・粗大ごみ（一般

廃棄物）を広域的に処理するための施設である東播臨海広域クリーンセンター（エコクリーンピアはり

ま）が令和４年４月から本格稼働する予定です。 

この施設では、ごみ処理において、限られた資源の有効利用やごみ発電による再生可能エネルギーの

活用を進め、環境負荷の低減を図り、循環型社会形成の一翼を担う施設として整備・運営することを目

指しており、施設の稼働に向け、なお一層のごみの減量化、再資源化を推進する必要があります。 

また、この施設は、一般廃棄物の処理施設であり、原則、産業廃棄物の受入はできません。産業廃棄

物については、産業廃棄物処理業者（県の許可）に処理を委託し、事業者の責任において、適正に処理

していただくようお願いします。 

さて、播磨町内の事業者のみなさまにおかれましては、令和 4 年 4 月からも引き続き、播磨町塵芥処

理センター（令和 4 年 4 月より播磨町可燃ごみ中継センター）及び加古郡リサイクルプラザに事業系一

般廃棄物を搬入していただけます。このマニュアルを参考に、一般廃棄物と産業廃棄物の分別の徹底を

図り、事業系ごみの適正処理及びごみの減量化・再資源化への一層の取り組みに努めていただくようご

協力をお願いします。 

 

 

播磨町可燃ごみ中継センターイメージ図 
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２．事業系ごみについて 

事業系ごみとは、種類や量にかかわらず、あらゆる事業活動に伴って発生したごみのことをいいます。

事業活動とは飲食店や商店、各種事務所や宿泊施設、工場などの営利を目的としたものばかりでなく、

病院や学校などの公的サービスを行っているものも含まれます。 

事業系ごみは事業系一般廃棄物（事業活動に伴い発生したごみのうち産業廃棄物以外のもの）と、産

業廃棄物（事業活動に伴い発生したごみで廃棄物処理法により定められた２０種類）に分類されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業系一般廃棄物 

（事業活動に伴い発生したごみのうち産業廃棄物以外のもの） 

産業廃棄物 

（事業活動に伴い発生したごみで廃棄物処理法により定められた２０種類） 

廃
棄
物
（
ご
み
） 

一
般
廃
棄
物 

（
事
業
系
ご
み
） 

家庭系一般廃棄物（家庭からでる日常生活のごみ） 

- 産業廃棄物の種類一覧（参考）- 

◆あらゆる事業活動に伴うもの  

  ① 燃えがら（主な例：石炭がら、焼却炉の残灰、炉清掃廃棄物、産業廃棄物焼却灰など） 

  ② 汚泥（主な例：工場排水などの処理後に残る汚泥、パルプ廃油汚泥、建設汚泥など） 

  ③ 廃油（主な例：廃潤滑油、廃切削油、廃タールピッチ類など） 

  ④ 廃酸（主な例：廃硫酸、廃塩酸など） 

  ⑤ 廃アルカリ（主な例：苛性ソーダ廃液、写真現像廃液など） 

  ⑥ 廃プラスチック（主な例：廃ゴムタイヤ、農業用フィルム、塗料かす、ビニールシートなど） 

  ⑦ ゴムくず（主な例：天然ゴムくず） 

  ⑧ 金属くず（主な例：鉄くず、切削くず、トタンくず、アルミサッシ、足場くずなど） 

  ⑨ ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず（主な例：板ガラスくず、レンガくず、陶磁器くずなど） 

  ⑩ 鉱さい（主な例：鋳物廃砂、高炉の残さいなど） 

  ⑪ がれき類（主な例：工作物の除去に伴って生じたコンクリート、レンガ、アスファルトなど） 

  ⑫ ばいじん（主な例：ばい煙発生施設の集じん機であつめられたもの） 

◆特別に指定された業種に係るもの  

  ⑬ 紙くず（建設業、製紙業、印刷業、出版業などの紙くずなど） 

  ⑭ 木くず（建設業、木製品製造業などの廃木材やおがくず、貨物流通用木材パレットなど） 

  ⑮ 繊維くず（建設業、繊維工業、紡績業などの繊維くず） 

  ⑯ 動植物性残さ（食料品製造業、精穀・精粉業などから生ずる動植物性の固形状の不要物） 

  ⑰ 動物系固形不要物（と畜場、食鳥処理場にて処分した獣畜、食鳥に係る固形状の不要物） 

  ⑱ 動物のふん尿（畜産農業に係る牛、豚、鳥などのふん尿） 

  ⑲ 動物の死体（畜産農業に係る牛、豚、鳥などの死体） 

  ⑳ 産業廃棄物を処分するために処理したもの（廃棄物処理施設などで生じた汚泥のコンクリート固化物など 
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事 

業 

系 

一 

般 

廃 

棄 

物 

生ごみ 

食品の食べ残し、売れ残

り、調理残さ等（食品加

工業を除く） 

 生ごみ処理機の活用等によりリサイ

クルすることができない場合は、自ら

播磨町塵芥処理センターへ搬入する

か、播磨町一般廃棄物収集運搬許可業

者に委託してください。 

（令和 4 年 4 月以降は播磨町可燃ご

み中継センターへ搬入となります。） 

 

●生ごみ処理機の活用やリサイクル施設への搬

入により、できる限り再資源化しましょう。 

●食料品製造業などの業種から発生する生ごみ

（動植物性残さ）は産業廃棄物です。 

●食品関連事業者は、食品リサイクル法により

減量・リサイクルに努める責務があります。 

一般ごみ 

（可燃ごみ） 

汚れのついた紙、 

リサイクルできない紙 

 ２ページに記載の特別に指定された

業種に係る紙くずを除く。 

木くず 

木製品、剪定枝など 
 自己搬入するか、播磨町一般廃棄物収

集運搬許可業者に委託してください。 

●町の処理施設への搬入にあたっては、大きさ等の制限があります。詳細は搬入する施

設へお問合わせください。 
 

【剪定枝の自己搬入について（搬入場所、搬入基準）】 

▶播磨町塵芥処理センター内剪定枝ヤード 

（播磨町可燃ごみ中継センター） 

幹の太さ 5 ㎝以内、長さ 50 ㎝ 

▶加古郡リサイクルプラザ内剪定枝ヤード 幹の太さ 5～20 ㎝以内、長さ 1m 

幹の太さ 20 ㎝以上、長さ 40 ㎝以内 
 
●建設業、木材製造業、木製品製造業などの業種から発生する木くずは産業廃棄物です。

またパレットなども産業廃棄物です。 

紙類・布類 

 種類ごとに分別し、紙類・布類のリサ

イクル業者、又は播磨町一般廃棄物収

集運搬許可業者に委託してください。 

新聞 新聞、広告チラシなど 

雑誌 週刊誌、書籍、パンフレット、カタログなど 

段ボール 段ボール 

ＯＡ紙 コピー用紙、コンピュータ用紙 

雑がみ メモ用紙、郵便物、封筒、紙袋、ボール紙、空き箱など 

機密書類 個人情報、企業情報など機密性の高い書類 

その他の紙類 感熱紙、ワックス加工紙、防水加工紙、ラミネート紙など 

布類 不要になった作業着、制服など 

●再資源化する際には、次の点に留意してください。 

 ・シールが貼られた封筒等は、シールを取り除くこと。 

 ・ビニールの付いた窓付き封筒等は、ビニールを取り除くこと。 

 ・金属やプラスチックが付いたファイル等は、金属等を取り除くこと。 

 ・紙に貼られた粘着テープは、取り除くこと。 

●２ページに記載の特別に指定された業種に係る紙くず（製紙業、印刷業等）及び繊

維くず（繊維工業等）は、産業廃棄物です。産業廃棄物の処理方法に則り処理して

ください。 

 

 （１）事業系廃棄物の分け方（事業系一般廃棄物） 
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産 
 

業 
 

廃 
 

棄 
 

物 

缶 飲料用の缶など 
 
 
 
 
 
 

 
自動販売機で購入した
ものは、その飲料の納
入業者に処理を依頼し
てください。 
 
 
 
 

び ん 飲料用のびんなど 

ペットボトル 
飲料用・調味料用のペッ
トボトル 

プラスチック類 

弁当・カップめんの容器、
ラップ類やトレー、ビニ
ール袋、発泡スチロール、
緩衝材類 

  
産業廃棄物収集運搬許
可業者等へ委託し、処
理又はリサイクルして
ください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

金属類 
刃物類、スプレー缶、金
具類など 

 
 
 

ガラス・陶磁器類 

コップ類等のガラス類、
陶磁器、蛍光灯など 

 

●蛍光灯や電球は、産業廃棄物の金属くずとガラスくず
の混合物に分類されます。 

電 池 

乾電池、ボタン電池や充
電池など 

 

●電池は産業廃棄物の金属くずと汚泥の混合物に分類
されます。 

 
●ボタン電池や充電池は店頭回収を利用してリサイク

ルしてください。 

その他 

(大型ごみなど) 

事業所の机、椅子、ロッ
カー、家電製品、パソコ
ンなど 

 金属製の机及び椅子
は、産業廃棄物に該当
します。 
 

エアコン、テレビ、冷蔵（凍）庫、洗濯機、衣類乾燥機は家

電リサイクル法の対象品目です（業務用除く）。 

買い替える場合や過去に購入した販売店が分かる場合には、

当該販売店に引取義務がありますので引取依頼してくださ

い。（処理にはリサイクル料金・収集運搬料金が必要になりま

す） 

販売店が不明の場合は、次にお問合わせください。 

家電リサイクル券センター ☎0120-31-9640 

https://www.rkc.aeha.or.jp/ 

 

 （２）事業系廃棄物の分け方（産業廃棄物） 
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『事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならな

い。』と廃棄物処理法 第３条において定められています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 事業系ごみ（事業系一般廃棄物、産業廃棄物）は、 
家庭ごみの集積場所であるごみステーションに出せません！ 

（事業系ごみの処理方法は 1０・1１ページをご確認ください） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業系ごみをごみステーションに捨てると・・・ 

不法投棄になります！ 
 

●事業系ごみを、家庭ごみの集積場所であるごみステーションに捨てることは不法投
．．．

棄
．

（法律違反）になり、次のような罰則の対象となります。 

・個人に対しては５年以下の懲役もしくは１千万円以下の罰金、または併科 

・法人に対しては３億円以下の罰金 

【店舗と住居が一体の場合の例】 

ＳＳＨＨＯＯＰＰ  

２階が 

住 居 

１階が 

店 舗 

家庭系一般廃棄物 

（事業以外の生活のごみ）   
※ごみステーションに出せます 

事業系一般廃棄物・産業廃棄物 

（店舗から発生したごみ） 
  

※ごみステーションに出せません！ 

 

１．事業活動に伴って生ずるごみを、自らの責任で適正に処理すること。 

２．ごみの再生利用等を積極的に行うことにより、ごみの減量化に努めること。 

３．ごみの減量化及び適正処理等について、国や町等の施策に協力すること。 

廃棄物処理法 第３条の趣旨 

（３）事業者の責務について 
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３．事業系ごみの減量と再資源化に取り組みましょう！ 

■減量化と再資源化によるメリット 

 

 
 
 

１） ひとりでもできることから始めよう 

  効果的にごみの排出量を減らすためには、一人ひとりがごみを減らそうという意識を持ち、行動に移

すことが大切です。まずはできることから始めましょう。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

２）事業所全体で取り組もう 

さらに大きな効果を上げるためには、事業所全体で取り組むことが大切です。 

 
 
 
 
 
 
 

 

1．企業のイメージアップ 
地球環境問題に関心が高まっている今、会社全体でごみ減量やリサイクル
を推進することは企業のイメージアップにつながります。 

2．経営コストの削減 
ごみを減量し再資源化することにより、ごみ処理にかかるコスト削減が図
れます。 

3．経営者の意識改革 
ごみを出さない職場、製品づくりを目指すことは、組織や製造工程の合理
化等の見直しのきっかけになり、一人ひとりの意識改革につながります。 

4．地球環境保全 
事業者のみなさんによるごみ減量の取り組みにより、資源保全、省エネル
ギー、汚染物質の削減など、次の世代へ良い環境を残すことができます。 

（１）ごみを発生させない努力をする 

コピーは両面コピーにする 封筒類は何度でも使用する 使用済用紙はメモとして 

使用する 

過剰包装しない、させ 

ない 

詰め替え製品を使用する 使い捨て用品の使用をやめる 

（紙コップ等） 

文具類は大切に最後ま 

で使い切る 

生ごみは水切りを十分 

に行う 

効果の大きいも 

のから取り組む 

ごみの管理責任者を 

決める 

分別回収システム 

の確立 

私が責任

者です！ 

両面コピー 

最後まで使い

ましょう！ 

表彰制度などを設ける 従業員へ積極的にＰＲ 

 ﾘﾃﾞｭｰｽ    ﾘﾕｰｽ 
Reduce＆Reuse 
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３）「食品ロス」の削減、生ごみの減量に取り組みましょう。 
 

「食品ロス」とは、本来食べられるにも関わらず廃棄されている食品です。製造過程で発生する規格

外品、小売店での売れ残り・期限切れ、飲食店や家庭での食べ残し・食材の余りなどが該当します。農

林水産省「食品廃棄物等の利用状況等(平成 30 年度推計) 」では、国内で年間 2,531 万トンの食品廃棄

物が発生し、その内の 612 万トンが「食品ロス」とされています。 

農林水産省「食品リサイクル法に基づく基本方針」（令和元年７月 12 日）において、事業系食品ロス

量を、サプライチェーン全体で、2000 年度比で 2030 年度までに半減させる目標が設定されました。 

また、「食品ロス削減推進法（令和元年法律第 19 号）」第５条において、「事業者は、食品ロスの削減

について積極的に取り組むよう努めるものとする。」と定められています。 

大切な食料を無駄にしないため、不要なごみを減らすため、取り組める工夫を考えてみましょう。 
 

◇食品ロスの削減ってどうすればいいの？ 

１．メニューの設定を多様なものに変更しましょう。 

   ・食事量を調整・選択できるよう、小盛や小分けをメニューに採用する。 

・ご飯の盛りを減らす代わりにお代わりを無料、小盛りの場合は割引などのサービスを行う。 

・お客の好き嫌いや食べたい量を注文時に確認してから料理を提供する。 
 

２．食べ残しの持ち帰り希望者の要望に対応しましょう。 

   ・持ち帰り希望者には、食中毒等のリスクや取扱方法等、衛生上の注意事項を十分に説明しまし

ょう。（持ち帰り可能なものに限る） 

・持ち帰りできることを店内表示する。 

・持ち帰り用の容器を提供する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇水切りの徹底について 

飲食店では、流し台に三角コーナー等を設置し、生ごみの「水切り」を徹底しましょう。また、

コンビニエンスストアなどにおいて、お客さんに提供するカップ麺のお湯のスープの残り汁や、お

でんの残り汁などの廃棄について、水切りザルと汁受けバケツを置く（汁については流し台で流す）

など「水切り」ができるように対応してください。 

「mottECO（モッテコ」とは、飲食店で食べきれなかった料理を

「お客様の自己責任で」持ち帰る行為の愛称です。 

お客様が食べ残してしまった料理はお客様がおうちで安全においし

く召し上がっていただくために、食中毒などのリスクをお伝えしお客

様の自己責任でお持ち帰りいただくことが重要です。 

食品ロス削減の取り組みの方法の一つとしてご活用ください。 

飲食店での食品ロス削減を促進する mottECO（モッテコ） 

取組の紹介：環境省 食品ロスポータルサイト https://www.env.go.jp/recycle/foodloss/index.html 
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播磨町では、事業者から排出された紙類の再資源化を推進しています。 

 紙ごみはまだまだリサイクルできます。少しの努力により減量効果が現れます。地球温暖化の進行防

止のためにも、積極的に紙ごみの減量とリサイクルを進めましょう。 

 

１）紙ごみを減らす取り組み 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

電子化、オンライン化等によるペーパーレス化 

・会議では、タブレットの活用やプレゼンテーションソフトウェ

アの活用、オンライン会議の導入など、紙ベースでの会議資料

をできる限り少なくする。 

・社内回覧や文書等は、社内ＬＡＮ等を積極的に活用する。 

・ホームページなどで情報提供することにより、対外向け印刷物

の発行部数を削減する。 

資料や書類の共有化・一元化 

・電子データで情報を保存し、社内で共有することにより、不要

な印刷物を削減する。また、検討段階の文書・図面、手持ち資

料等については、共有化を図り、できる限りコピー・印刷をし

ない。 

・連絡文書等は、回覧や掲示とすることで作成部数を削減する。 

両面印刷・コピーの励行 

・複数ページの印刷・コピーは両面とし、２アップ（２面付け印

刷）機能等を活用する。 

・ミスコピーを防止するために、コピー機使用後は必ずリセット

する。 

不要になった紙の再使用 

・裏面が印刷されていないＯＡ用紙は、社内文書に再使用する。 

・ポスター、広告紙等の裏面をメモ紙として活用する。 

・封筒は、社内メール便等で繰り返し使用する。 

・使用済のフラットファイルは、表紙を貼るなどして再使用する。 

分別の徹底 

 紙類は、種類により製紙原料としての用途が異なります。また、

異物（禁忌品）の除去と分別の徹底は、古紙の資源化に不可欠で

す。 

両 面 

禁忌品 

（２）リサイクルする  ﾘｻｲｸﾙ  

 

Recycle 
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２）紙ごみのリサイクル 

 ごみの中には、資源として再利用できるものがたくさんあります。限りある資源を大切に使い、か
けがえのない環境を守るためにリサイクルを推進しましょう。 

 
１．現在の紙類の種類と量を調べてみましょう 

基本的な分別 

      

新聞 
雑誌・雑紙 

（カタログ類） 
段ボール 紙パック 紙製容器包装 ＯＡ用紙 

 

２．引取先を見つけましょう 
 紙類の資源回収業者等に引き渡しましょう。なお、どこに依頼したらいいか分からないときは、タ
ウンページ（職業別電話帳）等で確認してください。 

 

３．さらに種類ごとに分けましょう 

 
 

リサイクルできない紙類（燃えるごみ）参考例 

粘着物の付いた封筒、防水加工紙（紙コップ等）、裏カーボン紙、圧着はがき、感熱紙、印画紙、

インクジェット写真用紙、感光紙（青焼きコピー紙）、捺染紙（アイロンプリント紙等）など 
 

４．機密書類もリサイクルしましょう 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・「新聞」「雑誌・雑がみ」「段ボール」「紙パック」等に分けましょう。 
・紙類に混入しては困るもの（リサイクル不可）もあります。引取先によく確認してください。 
 

 
●機密書類について 

機密書類も製紙原料としてリサイクルされ、新たな紙に生まれ変わることができる資源です。

処理業者によって処理方法は様々ですが、機密が保護されるとともに古紙が確実にリサイクルさ

れます。それぞれの事業所に適した処理方法を選択しましょう。 

 

●機密書類の処理システム 

◎溶解証明等方式 

書類を破砕せずに回収し、溶解証明等リサイクル処理を行った証明を発行することで、機密

性を担保するもの（シュレッダー処理を行う業者もあります。） 

 

◎出張裁断システム 

車載型大型シュレッダーによる出張裁断システム。機密書類を目の前で分別、裁断処理し回

収まで行うもの。 

 

◎リサイクル＆セキュリティシステム 

機密書類を集荷後（または保管管理し、保管期限満了後）、選別し、大型シュレッダーで破

砕を行うもの。 

※自社でシュレッダーされた古紙もリサイクル可能な場合もありますので、詳しくは古紙回収

業者にご相談ください。 
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 ４．ごみの処理方法について 
 

（１） 事業者自ら処理施設に搬入する方法 

 
 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  事業者自らが処理施設に運ぶ方法です。搬入の場合、手数料が必要です。また、搬入できるご

みは、原則として事業系一般廃棄物で、その排出場所が播磨町内であるものに限られています。 

        

 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 

粗大ごみ 
（一般廃棄物） 

 
播磨町塵芥処理センター    （10 ㎏につき 130 円） 

（令和 4 年 4 月以降 播磨町可燃ごみ中継センター） 

可燃ごみ 
（一般廃棄物） 

加古郡リサイクルプラザ    （10 ㎏につき 130 円） 

播磨町塵芥処理センター 

（令和 4 年 4 月以降 播磨町可燃ごみ中継センター） 

〒675-0155 播磨町新島 59 

☎ 079-435-2562 

受付時間：平日    午前 8：00～午後３：30 

（正午～午後 1 時は除く） 

土曜・祝日 午前 8：00～午前 11：30 

加古郡リサイクルプラザ 

〒675-0155 播磨町新島 60 

☎ 079-437-7671 

受付時間：平日    午前 8：00～午後３：30 

（正午～午後 1 時は除く） 

土曜・祝日 午前 8：00～午前 11：30 

【播磨町廃棄物処理施設】 

 

※搬入時は、播磨町内の事業者であることを名刺等で確認させていただきます。 
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（２）廃棄物収集運搬業者との契約により処理する方法 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■播磨町一般廃棄物収集運搬許可業者 

事 業 者 名 所 在 地 電話番号 

金澤産業(株) 稲美町加古 3869 079-492-7003 

木村工業(株) 明石市大久保町ゆりのき通 1 丁目 5-17 
078-936-3425 
0120-762-110 

(有)第一清掃 播磨町南大中 2 丁目 5-15 079-436-8441 

(株)竹本商会 明石市二見町西二見 1622-1 078-943-3967 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  事業系一般廃棄物の収集運搬を委託する場合は、播磨町から許可を受けている業者と契約しなけれ

ばなりません。また、産業廃棄物の収集・運搬及び処分を委託する場合は、兵庫県の許可を受けてい

る収集運搬業者及び処分業者とそれぞれ契約しなければなりません。 

  業者に依頼すると、契約に基づく処理費用が必要となります。連絡する場合は、事前にごみの種類、

収集回数、収集時間、収集量、収集場所などを調べておくとスムーズに契約を行うことができます。 

  なお、産業廃棄物を処分する時は、廃棄物管理票（マニフェスト）の交付と５年間の保管が義務づ

けられています。 

 
 
  
◎事業系一般廃棄物・・・・一般廃棄物収集運搬許可業者（播磨町長許可） 

◎産業廃棄物・・・・・・・産業廃棄物収集運搬許可業者（兵庫県知事許可） 

◎資源物・・・・・・・・・古紙など専ら再生利用の目的となる廃棄物（古紙、缶、びん、衣類

等）のみの再生を行っている業者、又は、一般廃棄物収集運搬許可

業者又は産業廃棄物収集運搬許可業者 
 
違反した事業者には罰則が！ 
 
 無許可の事業者等に委託した場合は、５年以下の懲役若しくは 1,000 万円以下の罰金又は併

科、許可業者であっても、事業の範囲に含まれない産業廃棄物の処理を委託した場合は、３年以

下の懲役若しくは３００万円以下の罰金又は併科に処せられます。 

 

ごみの収集は許可業者に！ 

【事業系一般廃棄物に関する問合せ先】 

播磨町すこやか環境グループ 

〒675-0182 播磨町東本荘 1 丁目 5 番 30 号   ☎ 079-435-2721 

【産業廃棄物の処理等に関する問合せ先】 

兵庫県東播磨県民局地域振興室環境課  

〒675-8566 加古川市加古川町寺家町天神木 97-1       ☎ 079-421-9130 

 

（一社）兵庫県産業資源循環協会  

〒650-0023 神戸市中央区栄町通 2-4-14 日栄ビル 3 階   ☎ 07８-381-7464 
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５．事業系廃棄物 Q＆A 

 
Ｑ１ 事業系ごみの対象となる事業活動には何が含まれますか？ 

Ａ１ 事業活動には、事務所、店舗、飲食店、工場など営利を目的とするものばかりではなく、病院、

学校、社会福祉施設などの公共サービス等も含まれます。 

 

Ｑ２ 住居兼店舗で商売をしていますが、ごみステーションに出してもよいですか？ 

Ａ２ 家庭から発生したごみはごみステーションに出せますが、事業活動から発生したごみは事業系廃

棄物となり出せません。事業者が自らの責任において適正に処理してください。 

 

Ｑ３ 従業員の個人ごみ（飲食物、弁当容器等）は、どのように処理すればよいのですか？ 

Ａ３ ごみステーションは、付近の住民がごみを排出するための場所ですので、従業員個人のごみであ

ってもごみステーションには出せません。 

弁当の空き容器（プラスチック製容器包装）やペットボトル等は産業廃棄物として適正に処理を

してください。しかし、食べ残しやお茶殻等は事業系一般廃棄物（動植物性残さ）となります。 

なお、事業所で発生した廃プラスチック等の産業廃棄物を自宅に持ち帰らせて家庭ごみとして町

のごみ収集に出すことは廃棄物の投棄禁止にあたるおそれがあります。 

 

Ｑ４ 少量で、種類も家庭ごみと変わらないのですが、事業系廃棄物になりますか？ 

Ａ４ 量や内容にかかわらず、事業活動から出るごみは事業系廃棄物として処理することが必要です。 

 

Ｑ５ 事業系廃棄物を家庭ごみのステーションに出したら、罰則はありますか？ 

Ａ５ 事業系廃棄物を一般のごみステーションに排出する行為は不法投棄に該当し、廃棄物処理法によ

り処罰の対象となります。（５年以下の懲役若しくは１千万円以下の罰金、法人に対しては更に３億

円以下の罰金を併科。） 

    特に悪質な場合は、廃棄物処理法違反で逮捕される事例もありますので、適正な処理を心がけて

ください。 

 

Ｑ６ 事業系廃棄物を取りにきてもらうにはどうしたらいいですか？ 

Ａ６ 町の収集運搬許可業者（産業廃棄物の場合は産業廃棄物収集運搬許可業者）に処理を委託してく

ださい。 

 

Ｑ７ 自社の敷地内なら、焼却処分や埋立処分をしてもよいですか？ 

Ａ７ 廃棄物処理法では、廃棄物処理基準を満たさない焼却や埋立を禁止しており、これに違反した場

合は廃棄物処理法により処罰の対象となりますので、絶対に行わないでください。（５年以下の懲役

若しくは１千万円以下の罰金、法人に対しては更に３億円以下の罰金を併科。） 

 

Ｑ８ プラスチック類（ビニール袋、発泡スチロール等）を事業系一般廃棄物で出してもよいですか？ 

Ａ８ 事業所等から排出されるプラスチックは全て産業廃棄物となりますので、適正に処理してくださ

い。 

 

Ｑ９ 産業廃棄物の処理を委託する場合、どのような手続きが必要ですか。 

Ａ９ 産業廃棄物管理票（マニフェスト）の交付が必要です。処理を委託した事業者から回収された伝

票は５年間保存してください。 

 

（令和３年 6 月発行） 

播磨町すこやか環境グループ 生活環境チーム  

TEL：079-435-2721 FAX：079-435-0831 

E-mail：kankyo@town.harima.lg.jp 



別紙　事業系廃棄物分類早見表

※1　産業廃棄物は「産廃」、一般廃棄物は「一廃」と記載
※2　廃プラスチック類は「廃プラ」と記載

※3　ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず」はガラスくず等と記載

品名 分類 産廃品目 備考

あ 空き缶（アルミ、スチール） 産廃 金属くず 専門の金属業者で処理することも可能

空きびん 産廃 ガラスくず等 専門の回収業者で処理することも可能

アクリル板 産廃 廃プラ

あぜシート 産廃 廃プラ

廃プラ
金属くず

厚紙 一廃 資源ごみ 紙のリサイクルが可能

雨合羽 産廃 廃プラ

廃プラ
金属くず

網 産廃 廃プラ 金属製は、金属くずの扱い

廃プラ
金属くず
廃プラ
金属くず

アルミサッシ 産廃 金属くず
適正に分別を行い、リサイクルのため金属くずは専門の
金属業者で処理することも可能

アルミトレイ 産廃 金属くず 専門の金属業者で処理することも可能

アルミ鍋、アルミ容器 産廃 金属くず 専門の金属業者で処理することも可能

アルミ箔、アルミホイル 産廃 金属くず

アルミホイール（車用品） 産廃 金属くず 専門の金属業者で処理することも可能

アルミホイルの芯 一廃 可燃ごみ 紙のリサイクルが可能

安全ピン 産廃 金属くず

い 衣装ケース 産廃 廃プラ

廃プラ
金属くず

椅子（木製） 一廃 粗大ごみ

一升びん 産廃 ガラスくず等 取扱店への相談が有効

一斗缶 産廃 金属くず 専門の金属業者で処理することも可能

衣服・衣類 一廃 資源ごみ
業種、材質によっては産業廃棄物の扱い混紡の場合、天
然繊維と合成繊維の混合割合にて判断

廃プラ
金属くず
廃プラ
金属くず

インクリボン（カートリッジ） 産廃 廃プラ

インスタント麺の外袋 産廃 廃プラ

インスタント麺の調味料袋 産廃 廃プラ

インスタント麺の容器（紙製） 一廃 可燃ごみ

インスタント麺の容器（プラスチック製） 産廃 廃プラ

飲料用紙パック 一廃 資源ごみ 紙のリサイクルが可能

飲料用紙パック（内側が銀色のもの） 一廃 可燃ごみ

う 植木（剪定くず） 一廃 可燃ごみ 剪定枝のリサイクルが可能

植木バサミ 産廃 金属くず 専門の金属業者で処理することも可能

植木鉢（陶器製） 産廃 ガラスくず等

植木鉢（プラスチック製） 産廃 廃プラ

植木（苗）ポット（プラスチック製） 産廃 廃プラ

ウレタンマット 産廃 廃プラ

廃プラ
金属くず

エアマット（プラスチック製） 産廃 廃プラ

衣類乾燥機 産廃

エアコン 産廃

アルミコーティング袋 産廃

椅子（事務用） 産廃

イヤホン 産廃

アダプター 産廃

雨戸、網戸 産廃

アルバム 産廃

適正に分別を行い、リサイクルのため金属くずは専門の
金属業者で処理することも可能

適正に分別を行い、リサイクルのため金属くずは専門の
金属業者で処理することも可能

家庭用は家電リサイクル法の対象

家庭用は家電リサイクル法の対象

適正に分別を行い、リサイクルのため金属くずは専門の
金属業者で処理することも可能

え



品名 分類 産廃品目 備考
廃プラ
金属くず

液体のり（容器） 産廃 廃プラ

液体肥料容器（プラスチック製） 産廃 廃プラ

枝 一廃 可燃ごみ 剪定枝のリサイクルが可能

ＭＯ（ケースを含む） 産廃 廃プラ

ＭＤ（ケースを含む） 産廃 廃プラ

廃プラ
金属くず

塩化ビニール管 産廃 廃プラ

エンジンオイル 産廃 廃油

廃プラ
金属くず

鉛筆 一廃 可燃ごみ

廃プラ
金属くず

お オイル（食用、機械用） 産廃 廃油

オイル缶 産廃 金属くず 専門の金属業者で処理することも可能

OA紙 一廃 資源ごみ 紙のリサイクルが可能

落ち葉 一廃 可燃ごみ 草類のリサイクルが可能

お茶の缶 産廃 金属くず

お茶の葉 一廃 可燃ごみ

おにぎりの外装フィルム 産廃 廃プラ

おぼん（木製） 一廃 可燃ごみ

折込みチラシ 一廃 資源ごみ 紙のリサイクルが可能

廃プラ
金属くず

か カーテン 一廃 資源ごみ 業種、材質によっては産業廃棄物の扱い

カーテンレール 産廃 金属くず

カートリッジ 産廃 廃プラ

カード類 産廃 廃プラ

貝殻 一廃 可燃ごみ 業種、材質によっては産業廃棄物の扱い

廃プラ
金属くず

買い物袋（レジ袋） 産廃 廃プラ

化学繊維品 産廃 廃プラ

廃プラ
金属くず
廃プラ
金属くず
廃プラ
金属くず
廃プラ
金属くず
廃プラ
金属くず

カセットコンロ 産廃 金属くず

カセットテープ（ケースを含む） 産廃 廃プラ

カセットボンベ 産廃 金属くず 専門の金属業者で処理することも可能

カセットボンベのキャップ 産廃 廃プラ

ガソリン 産廃 廃油 特別管理産業廃棄物の扱い

カタログ 一廃 資源ごみ 紙のリサイクルが可能

廃プラ
金属くず

カッパ 産廃 廃プラ

カップ麺の外袋、調味料袋 産廃 廃プラ

ガスライター（１００円ライター）

ガスレンジ（業務用）

産廃

産廃

カッターナイフ 産廃

傘 産廃

加湿器 産廃

ガスコンロ（業務用） 産廃

鉛筆削り 産廃

温冷庫 産廃

介護ベッド 産廃

ＭＤプレイヤー 産廃

延長コード（テーブルタップ） 産廃

液晶テレビ 産廃 家庭用は家電リサイクル法の対象

取扱店への相談が有効

え



品名 分類 産廃品目 備考

か カップ麺のふた（プラスチック製） 産廃 廃プラ

カップ麺の包装フィルム 産廃 廃プラ

カップ麺の容器（紙製） 一廃 資源ごみ

カップ麺の容器（プラスチック製） 産廃 廃プラ

かつら 産廃 廃プラ

かなづち 産廃 金属くず 専門の金属業者で処理することも可能

廃プラ
金属くず

花瓶（ガラス製） 産廃 ガラスくず等

花瓶（陶磁器製） 産廃 ガラスくず等

紙おむつ 一廃 可燃ごみ 感染性のものは、特別管理産業廃棄物の扱い

紙おむつの外袋 産廃 廃プラ

紙コップ、紙皿 一廃 資源ごみ 防水加工の場合、可燃ごみ

紙パック 一廃 資源ごみ 業種によって産業廃棄物の扱い

紙袋 一廃 資源ごみ 紙のリサイクルが可能

ガムテープ 一廃 可燃ごみ 業種、材質によって産業廃棄物の扱い

画用紙 一廃 資源ごみ 紙のリサイクルが可能

ガラス製品 産廃 ガラスくず等

カレンダー 一廃 資源ごみ 紙のリサイクルが可能

瓦 産廃 ガラスくず等

廃プラ
金属くず
廃プラ
金属くず
汚泥
廃プラ

缶詰 産廃 金属くず

汚泥
金属くず

感熱紙 一廃 可燃ごみ

廃プラ
金属くず

キッチンペーパー 一廃 可燃ごみ

木の枝・根・幹・板 一廃 可燃ごみ 剪定枝のリサイクルが可能

機密書類 一廃 可燃ごみ 紙のリサイクルが可能

着物 一廃 資源ごみ 業種、材質によって産業廃棄物の扱い

脚立 産廃 金属くず 専門の金属業者で処理することも可能

キャシュカード 産廃 廃プラ

キャップ・ふた（紙製） 一廃 可燃ごみ

キャップ・ふた（金属製） 産廃 金属くず

キャップ・ふた（プラスチック製） 産廃 廃プラ

急須（陶磁器） 産廃 ガラスくず等

給湯器 産廃 金属くず 専門の金属業者で処理することも可能

牛乳パック 一廃 資源ごみ 紙のリサイクルが可能

牛乳びん 産廃 ガラスくず等 取扱店への相談が有効

教科書・ノート 一廃 資源ごみ 紙のリサイクルが可能

漁網 産廃 廃プラ

記録メディア（CD、DVD等） 産廃 廃プラ

金庫 産廃 金属くず 専門の金属業者で処理することも可能

金属製品 産廃 金属くず 専門の金属業者で処理することも可能

廃プラ
金属くず

空気清浄機のフィルター 産廃 廃プラ

乾電池 産廃

キーホルダー 産廃

空気清浄機 産廃

画びょう 産廃

換気扇 産廃

缶切り 産廃

乾燥剤（シリカゲルなど） 産廃

く

き



品名 分類 産廃品目 備考

く 空気清浄機のふた 産廃 廃プラ

クーラーボックス 産廃 廃プラ

釘 産廃 金属くず

草 一廃 可燃ごみ 草類のリサイクルが可能

鎖・チェーン 産廃 金属くず 専門の金属業者で処理することも可能

靴（化学繊維製） 産廃 廃プラ

クッション 産廃 廃プラ

靴（天然皮革、繊維製） 一廃 可燃ごみ

グラス 産廃 ガラスくず等

クリアファイル 産廃 廃プラ

クリップ 産廃 金属くず

軍手 一廃 資源ごみ 業種、材質によって産業廃棄物の扱い

廃プラ
金属くず
ガラスくず等

蛍光管の外箱 一廃 可燃ごみ 紙のリサイクルが可能

蛍光ペン 産廃 廃プラ

結束バンド 産廃 廃プラ

こ 工具箱 産廃 金属くず プラスチック類は、廃プラスチックの扱い

廃プラ
金属くず

広告チラシ 一廃 資源ごみ 紙のリサイクルが可能

廃プラ
金属くず
廃プラ
金属くず

コーヒーフィルター（コーヒー殻） 一廃 可燃ごみ 業種によって産業廃棄物の扱い

廃プラ
金属くず

古紙類 一廃 資源ごみ 紙のリサイクルが可能

コップ 産廃 ガラスくず等 プラスチック類は、廃プラスチックの扱い

コップ洗い（ブラシ・スポンジ） 産廃 廃プラ

廃プラ
金属くず

コピー用紙 一廃 資源ごみ 紙のリサイクルが可能

ごみ箱 産廃 廃プラ 金属製は、金属くずの扱い

ゴム手袋（合成ゴム） 産廃 廃プラ

ゴム手袋（天然ゴム） 産廃 ゴムくず

ゴム長靴 産廃 廃プラ

ゴムホース 産廃 廃プラ 天然ゴム製のものは、ゴムくずの扱い

コンクリートブロック 産廃 ガラスくず等

廃プラ
金属くず

コンパス 産廃 金属くず プラスチック類は、廃プラスチックの扱い

コンビニ弁当の容器 産廃 廃プラ

廃プラ
金属くず

さ サインペン 産廃 廃プラ 金属製は、金属くずの扱い

雑誌（週刊誌、漫画、冊子など） 一廃 資源ごみ 紙のリサイクルが可能

皿（ガラス製） 産廃 ガラスくず等

皿（陶磁器製） 産廃 ガラスくず等

皿（プラスチック製） 産廃 廃プラ

サラダ油 産廃 廃油

サラダ油の缶 産廃 金属くず

コンセント 産廃

コンポ 産廃

コードリール 産廃

コーヒーメーカー 産廃

コピー機 産廃

蛍光灯、蛍光管 産廃

工具類（電動工具含む） 産廃

コード 産廃

水銀使用製品産業廃棄物の扱い

取扱店への相談が有効

適正に分別を行い、リサイクルのため金属くずは専門の
金属業者で処理することも可能

け



品名 分類 産廃品目 備考

さ サラダ油の容器 産廃 廃プラ

ざる 産廃 廃プラ 金属製は、金属くずの扱い

三角コーナー 産廃 廃プラ 金属製は、金属くずの扱い

三脚 産廃 金属くず 専門の金属業者で処理することも可能

し シーツ 一廃 資源ごみ 業種、材質によって産業廃棄物の扱い

ＣＤ（ケースを含む） 産廃 廃プラ

廃プラ
金属くず

辞典 一廃 資源ごみ 紙のリサイクルが可能

廃プラ
ゴムくず
金属くず
廃プラ
金属くず

シャープペンシルの芯 一廃 可燃ごみ

シャープペンシルの芯のケース 産廃 廃プラ

写真 一廃 可燃ごみ

写真のネガ 産廃 廃プラ

ジャッキ 産廃 金属くず 専門の金属業者で処理することも可能

シャベル（ショベル） 産廃 金属くず

シャンプーなどの容器 産廃 廃プラ

廃プラ
金属くず

シュレッダー紙 一廃 資源ごみ 紙のリサイクルが可能

廃プラ
金属くず

一廃

定規 産廃 廃プラ

廃プラ
金属くず

錠前 産廃 金属くず 専門の金属業者で処理することも可能

金属くず
ガラスくず等

じょうろ 産廃 廃プラ 金属製は、金属くずの扱い

食品トレイ 産廃 廃プラ

食用油 産廃 廃油

食用油の容器 産廃 廃プラ

廃プラ
金属くず

食器棚（木製） 一廃 粗大ごみ 金属製は、金属くずの扱い

食器（陶器製） 産廃 ガラスくず等

書類 一廃 資源ごみ 紙のリサイクルが可能

新聞 一廃 資源ごみ 紙のリサイクルが可能

廃プラ
金属くず
ガラスくず等
廃プラ
金属くず
ガラスくず等

スーツケース・トランク 産廃 廃プラ

図鑑 一廃 資源ごみ 紙のリサイクルが可能

廃プラ
金属くず

スコップ 産廃 金属くず 専門の金属業者で処理することも可能

廃プラ
金属くず

ストックハウス 産廃 金属くず 専門の金属業者で処理することも可能

廃プラ
金属くず

ストーブ 産廃

ストップウォッチ 産廃

産廃

スキャナー 産廃

消臭剤の容器 産廃

食器洗い乾燥機（卓上）

産廃

産廃

水槽

水銀廃棄物
（蛍光灯、ボタン、電池等）

自転車 産廃

産廃

シャープペンシル 産廃

充電器 産廃

産廃
消火器

照明器具

ＣＤプレーヤー 産廃
適正に分別を行い、リサイクルのため金属くずは専門の
金属業者で処理することも可能

適正に分別を行い、リサイクルのため金属くずは専門の
金属業者で処理することも可能

材質によって判断

水銀使用製品産業廃棄物の扱い

消火器リサイクルセンターへの相談が有効。
粉末消火剤は一般廃棄物に該当。

適正に分別を行い、リサイクルのため金属くずは専門の
金属業者で処理することも可能

す



品名 分類 産廃品目 備考

す ストロー 産廃 廃プラ

スナック菓子などの袋 産廃 廃プラ

スパナ 産廃 金属くず 専門の金属業者で処理することも可能

廃プラ
金属くず
廃プラ
金属くず

スプレー缶 産廃 金属くず 専門の金属業者で処理することも可能

スポンジ 産廃 廃プラ

炭（未使用） 一廃

スリッパ 産廃 廃プラ

スレート瓦 産廃 ガラスくず等 アスベスト含有の場合、石綿含有産業廃棄物の扱い

せ 生花 一廃 可燃ごみ

整髪料の容器（金属製） 産廃 金属くず

整髪料の容器（プラスチック製） 産廃 廃プラ

廃プラ
金属くず

石けん 産廃 廃油

石膏、石膏ボード 産廃 ガラスくず等 アスベスト含有の場合、石綿含有産業廃棄物の扱い

瀬戸物 産廃 ガラスくず等

繊維くず 産廃 繊維くず 製糸業、紡績業以外は事業系一般廃棄物

洗剤の容器 産廃 廃プラ

廃プラ
金属くず

洗濯のりのスプレー 産廃 廃プラ

洗濯のりの容器 産廃 廃プラ

廃プラ
金属くず

剪定枝 一廃 剪定枝のリサイクルが可能

剪定ばさみ 産廃 金属くず 専門の金属業者で処理することも可能

栓抜き 産廃 金属くず

廃プラ
金属くず

洗面器 産廃 廃プラ

廃プラ
金属くず

掃除機用ごみパック 一廃 可燃ごみ

廃プラ
金属くず
廃プラ
金属くず
金属くず
ガラスくず等
廃プラ
金属くず
廃プラ
金属くず
廃プラ
金属くず

耐熱ガラス 産廃 ガラスくず等

金属くず
ガラスくず等
廃プラ
金属くず

タイヤ 産廃 廃プラ 取扱店への相談が有効

タイヤホイール 産廃 金属くず
適正に分別を行い、リサイクルのため金属くずは専門の
金属業者で処理することも可能

ダイレクトメール 一廃 資源ごみ 紙のリサイクルが可能

ダイレクトメールの封筒 一廃 資源ごみ

洗濯機 産廃 家庭用は家電リサイクル法の対象

スプリングマット 産廃

タイマー 産廃

体脂肪計 産廃

台車 産廃

断熱材 産廃

ソファーベッド 産廃

体温計（水銀） 産廃

体温計（電子） 産廃

扇風機 産廃

掃除機 産廃

ソファー 産廃

石油ストーブ 産廃

洗濯ばさみ 産廃

スプーン 産廃
専門の金属業者で処理することも可能
材質によって判断

取扱店への相談が有効

金属製は、金属くずの扱い

水銀使用製品産業廃棄物の扱い

適正に分別を行い、リサイクルのため金属くずは専門の
金属業者で処理することも可能

た

そ



品名 分類 産廃品目 備考

た
ダイレクトメールを入れた外袋
（プラスチック製）

産廃 廃プラ

タオル・タオルケット 一廃 資源ごみ 業種、材質によって産業廃棄物の扱い

畳（天然・合成・スタイロ） 産廃 廃プラ
スタイロフォーム等以外は事業系一般廃棄物（解体工事
を除く）

タッパー（密封容器） 産廃 廃プラ

棚 一廃 粗大ごみ 金属製の場合、産廃

タバコ等の外装フィルム 産廃 廃プラ

タバコの紙箱 一廃 可燃ごみ

タバコの吸い殻 一廃 可燃ごみ

タンク（散水・消毒） 産廃 廃プラ

たんす（木製） 一廃 粗大ごみ

ダンベル 産廃 金属くず 専門の金属業者で処理することも可能

段ボール 一廃 資源ごみ 紙のリサイクルが可能

ち チェーン（金属製） 産廃 金属くず 専門の金属業者で処理することも可能

チェーン（プラスチック製） 産廃 廃プラ

茶こし 産廃 金属くず プラスチック類は、廃プラスチックの扱い

茶碗 産廃 ガラスくず等 プラスチック類は、廃プラスチックの扱い

厨芥類（生ごみ等） 産廃 動植物性残さ 食料品製造業などの業種以外は事業系一般廃棄物

チューブ類 産廃 廃プラ 金属製は、金属くずの扱い

調味料などの容器（ガラス製） 産廃 ガラスくず等

調味料などの容器（金属製） 産廃 金属くず

つ 調味料などの容器（陶磁器製） 産廃 ガラスくず等

調味料などの容器（プラスチック製） 産廃 廃プラ

チラシ 一廃 資源ごみ 紙のリサイクルが可能

ちりとり 産廃 廃プラ

廃プラ
金属くず

机・テーブル（木製） 一廃 粗大ごみ

壺（陶器製） 産廃 ガラスくず等

て DVD（ケースを含む） 産廃 廃プラ

廃プラ
金属くず

ティッシュ 一廃 可燃ごみ

ティッシュの紙箱 一廃 可燃ごみ

テーブルクロス（布製） 一廃 資源ごみ 業種、材質によって産業廃棄物の扱い

テーブルクロス（ビニール製） 産廃 廃プラ

手鏡 産廃 ガラスくず等

廃プラ
金属くず
廃プラ
金属くず
廃プラ
金属くず

デスクマット 産廃 廃プラ

鉄アレイ 産廃 金属くず 専門の金属業者で処理することも可能

鉄筋、鉄パイプ、鉄板 産廃 金属くず 専門の金属業者で処理することも可能

手拭い 一廃 資源ごみ 業種、材質によって産業廃棄物の扱い

廃プラ
金属くず
ガラスくず等
廃プラ
金属くず
廃プラ
金属くず

電気温水器 産廃

デジタル血圧計 産廃

デジタル体温計 産廃

テレビアンテナ 産廃

テレビ 産廃

DVD プレーヤー 産廃

デジタルカメラ 産廃

机・テーブル（スチール製） 産廃

適正に分別を行い、リサイクルのため金属くずは専門の
金属業者で処理することも可能

適正に分別を行い、リサイクルのため金属くずは専門の
金属業者で処理することも可能

家庭用は家電リサイクル法の対象

適正に分別を行い、リサイクルのため金属くずは専門の
金属業者で処理することも可能

適正に分別を行い、リサイクルのため金属くずは専門の
金属業者で処理することも可能

適正に分別を行い、リサイクルのため金属くずは専門の
金属業者で処理することも可能



品名 分類 産廃品目 備考
廃プラ
金属くず
廃プラ
金属くず
廃プラ
金属くず
廃プラ
金属くず
廃プラ
金属くず
廃プラ
金属くず
ガラスくず等
金属くず
ガラスくず等
廃プラ
金属くず

電線ドラム 産廃 木くず

廃プラ
金属くず
汚泥
金属くず
廃プラ
金属くず

天ぷら油 産廃 廃油

天ぷら鍋 産廃 金属くず

廃プラ
金属くず
ガラスくず等

電話帳 一廃 資源ごみ 紙のリサイクルが可能

と トイレットペーパーの芯 一廃 資源ごみ 紙のリサイクルが可能

トイレブラシ 産廃 廃プラ

陶器 産廃 ガラスくず等

動物の死体（畜産農業） 産廃 動物の死体
畜産農業・畜産類似業などの業種以外は事業系一般廃棄
物

動物のふん尿 産廃 動物のふん尿
畜産農業・畜産類似業などの業種以外は事業系一般廃棄
物

トタン 産廃 金属くず 専門の金属業者で処理することも可能

トナー 産廃 廃プラ 取扱店への相談が有効

廃プラ
金属くず

ドラム缶 産廃 金属くず 専門の金属業者で処理することも可能

ドリップ用フィルター 一廃 可燃ごみ

塗料（固形） 産廃 廃プラ 取扱店への相談が有効

廃酸
廃アルカリ
廃プラ
廃油
廃プラ

トレー（食品トレー） 産廃 廃プラ

トレー（紙製） 一廃 可燃ごみ

トレー（金属製） 産廃 金属くず 専門の金属業者で処理することも可能

ドレッシングなどの容器（ガラス製） 産廃 ガラスくず等

ドレッシングなどの容器（プラスチック製） 産廃 廃プラ

汚泥
廃油

トロ箱（発砲スチロール） 産廃 廃プラ 木製は事業系一般廃棄物

どんぶり（陶磁器製） 産廃 ガラスくず等

どんぶり（プラスチック製） 産廃 廃プラ

廃プラ
金属くず

苗木用のポット（プラスチック製） 産廃 廃プラ

苗箱 産廃 廃プラ

適正に分別を行い、リサイクルのため金属くずは専門の
金属業者で処理することも可能

塗料（油性・液状） 産廃

泥状、液状の不要物（油分5%以上） 産廃

ボタン電池、水銀電池など一部の電池は、水銀使用製品
産業廃棄物の扱い

水銀使用ランプ等の場合は、水銀使用製品産業廃棄物の
扱い

ナイフ 産廃

電話機 産廃

ドライバーセット 産廃

塗料（水性・液状） 産廃

電卓 産廃

電池
（ボタン型電池・水銀電池・空気亜鉛電池）

産廃

電動工具 産廃

電球（蛍光灯） 産廃

電球（白熱球） 産廃

電源アダプター 産廃

電気スタンド 産廃

電気ストーブ 産廃

電気ポット 産廃

電気カーペット 産廃

電気コード 産廃
適正に分別を行い、リサイクルのため金属くずは専門の
金属業者で処理することも可能

適正に分別を行い、リサイクルのため金属くずは専門の
金属業者で処理することも可能

適正に分別を行い、リサイクルのため金属くずは専門の
金属業者で処理することも可能

適正に分別を行い、リサイクルのため金属くずは専門の
金属業者で処理することも可能

取扱店への相談が有効

油分を殆ど含んでいない場合は、汚泥の扱い

て

取扱店への相談が有効

な



品名 分類 産廃品目 備考

な 長靴 産廃 廃プラ

廃プラ
金属くず

ナット 産廃 金属くず 専門の金属業者で処理することも可能

鍋 産廃 金属くず 専門の金属業者で処理することも可能

生ごみ 一廃 可燃ごみ 食料品製造業などの業種以外は事業系一般廃棄物

波板（プラスチック製） 産廃 廃プラ

南京錠 産廃 金属くず 専門の金属業者で処理することも可能

燃え殻
金属くず

ぬ 布 一廃 資源ごみ 業種、材質によって産業廃棄物の扱い

ね 猫砂、ペット砂 産廃 ガラスくず等

ねじ（ビス） 産廃 金属くず プラスチック類は、廃プラスチックの扱い

ネット（食品梱包用） 産廃 廃プラ

粘着テープ（化学繊維製） 産廃 廃プラ

粘着テープ（紙製、布製） 一廃 可燃ごみ

の ノート 一廃 資源ごみ 紙のリサイクルが可能

廃プラ

金属くず

のこぎり 産廃 金属くず 柄の材質によって混合物の扱い

糊の容器 産廃 廃プラ

は バール 産廃 金属くず

灰 産廃 燃え殻 事業所の紙くずの焼却灰は事業系一般廃棄物

燃え殻
汚泥
ばいじん

廃クーラント（エンジン冷却水） 産廃 廃アルカリ 相当量の油が混入している場合は「廃油」との混合物

灰皿（ガラス製） 産廃 ガラスくず等

灰皿（金属製） 産廃 金属くず

灰皿（陶磁器製） 産廃 ガラスくず等

灰皿（プラスチック製） 産廃 廃プラ

灰皿（木製） 一廃 可燃ごみ

廃プラ

金属くず

鉱さい

廃食用油 産廃 廃油

廃プラ
金属くず

パイプ（金属製） 産廃 金属くず

パイプハンガー 産廃 金属くず

パイプ（プラスチック製） 産廃 廃プラ

金属くず
ガラスくず等

バケツ 産廃 廃プラ 金属製は、金属くずの扱い

廃プラ
金属くず

バスタオル 一廃 資源ごみ 業種、材質によって産業廃棄物の扱い

廃プラ
金属くず
ガラスくず等
廃プラ
金属くず
廃プラ
金属くず

発砲スチロール 産廃 廃プラ

パソコン
パソコンディスプレー（一体型）
パソコン用ディスプレー

産廃

廃サンドブラスト 産廃

パイプ椅子 産廃

はさみ 産廃

パソコンラック 産廃

バッテリー 産廃

白熱球 産廃

流し台 産廃

ニカド電池 産廃

廃活性炭 産廃

ノートパソコン 産廃

取扱店への相談が有効

資源有効利用促進法ルートとしてパソコンメーカー又は
一般社団法人パソコン3R推進協会への相談が有効で
す。

取扱店への相談が有効

泥状であれば「汚泥」、固形状又は粉末状であれば「燃
え殻」に該当、集塵施設（バッグフィルター等）で捕集
されたもの等は「ばいじん」に該当

「鉱さい」に該当、合成樹脂成分を多量に含むものは
「鉱さい」と「廃プラスチック類」の混合物に該当、金
属片（錆）を多量に含むものは、「鉱さい」と「金属く
ず」の混合物に該当

資源有効利用促進法ルートとしてパソコンメーカー又は
一般社団法人パソコン3R推進協会への相談が有効で
す。

に



品名 分類 産廃品目 備考

は 刃物 産廃 金属くず 柄の材質によって混合物の扱い

針 産廃 金属くず 専門の金属業者で処理することも可能

針金 産廃 金属くず 専門の金属業者で処理することも可能

パレット 産廃 木くず

ハンガー 産廃 廃プラ

ハンドモップ（プラスチック製） 産廃 廃プラ

パンフレット 一廃 資源ごみ 紙のリサイクルが可能

ひ 廃プラ
金属くず

ビールびん 産廃 ガラスくず等 取扱店への相談が有効

廃プラ
金属くず
ガラスくず等

ビデオテープ 産廃 廃プラ

廃プラ
金属くず

ビニールクロス 産廃 廃プラ

ビニールシート（養生シート） 産廃 廃プラ

ビニールテープ、ビニールひも 産廃 廃プラ

ビニール袋 産廃 廃プラ

ビニールホース 産廃 廃プラ

ふ ファイル （紙製） 一廃 可燃ごみ 

ファイル （プラスチック製） 産廃 廃プラ

廃プラ
金属くず
廃プラ
金属くず

フィルム（カメラ用） 産廃 廃プラ

フィルム（商品の包装用） 産廃 廃プラ

封筒 一廃 資源ごみ 紙のリサイクルが可能

フォーク（金属製） 産廃 金属くず

フォーク（プラスチック製） 産廃 廃プラ

廃プラ
金属くず
ガラスくず等

プラスチック製容器包装 産廃 廃プラ

廃プラ
金属くず
ガラスくず等
廃プラ
金属くず
廃プラ
金属くず

ブロック・コンクリート片 産廃 ガラスくず等

フロッピーディスク 産廃 廃プラ

へ ペットボトル 産廃 廃プラ

ヘルメット 産廃 廃プラ

便器 産廃 陶磁器くず

便座 産廃 廃プラ

ペンチ 産廃 金属くず 専門の金属業者で処理することも可能

弁当・惣菜の容器（紙製） 一廃 可燃ごみ

弁当・惣菜の容器（プラスチック製） 産廃 廃プラ

ほ ポイントカード 産廃 廃プラ

包装紙 一廃 資源ごみ 紙のリサイクルが可能

包装フィルム 産廃 廃プラ

プラズマテレビ 産廃 家庭用は家電リサイクル法の対象

ファンヒーター 産廃

ブラウン管テレビ（業務用） 産廃

プリンター 産廃

風呂釜（浴槽） 産廃

ビデオカメラ 産廃

ビデオデッキ 産廃

ファックス 産廃

ヒーター 産廃

家庭用は家電リサイクル法の対象

適正に分別を行い、リサイクルのため金属くずは専門の
金属業者で処理することも可能



品名 分類 産廃品目 備考
廃プラ
金属くず

ホース 産廃 廃プラ

廃プラ
金属くず

ボールペン（金属製） 産廃 金属くず

ボールペン（プラスチック製） 産廃 廃プラ

ポスター 一廃 資源ごみ 紙のリサイクルが可能

墓石 産廃 がれき類
宗教行為を終え、単なる廃棄物として処理する場合に限
る

ボタン 産廃 廃プラ

汚泥
金属くず
廃プラ
金属くず
廃プラ
金属くず
ガラスくず等

ポラロイド
フィルムケース

産廃 廃プラ

ポリエチレン管（エスロンパイプ） 産廃 廃プラ

ポリバケツ 産廃 廃プラ

ポリ袋 産廃 廃プラ

ボルト・ナット 産廃 金属くず 専門の金属業者で処理することも可能

保冷剤 産廃 廃プラ

本 一廃 可燃ごみ 紙のリサイクルが可能

廃プラ
金属くず

廃プラ

金属くず

マウスパッド 産廃 廃プラ

巻き尺 産廃 廃プラ 金属製は、金属くずの扱い

マグカップ（金属製） 産廃 金属くず

マグカップ（陶磁器製） 産廃 ガラスくず等

マグカップ（プラスチック製） 産廃 廃プラ

マグネット 産廃 金属くず

マッチ 一廃 可燃ごみ 湿らせた状態で少量ずつ廃棄

マットレス 産廃 廃プラ

窓付き封筒 一廃 可燃ごみ 窓の部分を外す、窓部分は廃プラスチック類の扱い

金属くず
ガラスくず等

マルチシート 産廃 廃プラ

廃プラ
金属くず

水差し（金属製） 産廃 金属くず

水差し（陶磁器製） 産廃 ガラスくず等

水差し（プラスチック製） 産廃 廃プラ

ミラー（鏡） 産廃 ガラスくず等

廃プラ
金属くず

め メガホン 産廃 廃プラ 本体の材質によって混合物の扱い

メディアケース（CD、DVD等） 産廃 廃プラ

も 毛布 一廃 資源ごみ 業種、材質によって産業廃棄物の扱い

モップ 産廃 廃プラ 柄の材質によって混合物の扱い

や やかん 産廃 金属くず 専門の金属業者で処理することも可能

野菜などの外装フィルム 産廃 廃プラ

ミシン 産廃

無線機

ポータブルプレーヤー 産廃

ボタン電池 産廃

ポラロイドカメラ 産廃

マイク 産廃

マウス 産廃

産廃

豆電球 産廃

ホッチキス 産廃

包丁 産廃

資源有効利用促進法ルートとしてパソコンメーカー又は
一般社団法人パソコン3R推進協会への相談が有効で
す。

適正に分別を行い、リサイクルのため金属くずは専門の
金属業者で処理することも可能

柄の材質によって混合物の扱い

ボタン電池、水銀電池など一部の電池は、水銀使用製品
産業廃棄物の扱い

ほ

ま

み

む



品名 分類 産廃品目 備考

や 野菜の結束テープ 産廃 廃プラ

ゆ 湯飲み 産廃 ガラスくず等

廃プラ

金属くず

ら ラーメン鉢（陶磁器製） 産廃 ガラスくず等

廃プラ
金属くず
廃プラ
金属くず
ガラスくず等
廃プラ
金属くず
ガラスくず等

ラッピングフィルム 産廃 廃プラ

ラップ 産廃 廃プラ

ラップの芯 一廃 資源ごみ 紙のリサイクルが可能

廃プラ
金属くず
廃プラ
金属くず
廃プラ
金属くず

レインコート 産廃 廃プラ

レシート 一廃 可燃ごみ

廃プラ
金属くず

レジ袋 産廃 廃プラ

レンガ 産廃 ガラスくず等
工作物の除去などに伴って発生したものは、がれき類の
扱い

れんげ（プラスチック製） 産廃 廃プラ

レンズ 産廃 廃プラ

ろ ロープ（天然繊維製） 一廃 可燃ごみ 1メートル以内に切って排出することが必要

ロープ（プラスチック製） 産廃 廃プラ

ロープ（ワイヤー、金属製） 産廃 金属くず 専門の金属業者で処理することも可能

ロッカー 産廃 金属くず 専門の金属業者で処理することも可能

わ 綿 一廃 可燃ごみ

割り箸・つまようじ 一廃 可燃ごみ

割り箸の袋（紙製） 一廃 可燃ごみ

産廃 家庭用は家電リサイクル法の対象

冷水器 産廃

湯沸器 産廃

レジスター 産廃

ライター 産廃

ラジオ 産廃

ラジカセ

リモコン 産廃

冷蔵庫・冷凍庫

産廃

中身を使い切った状態で廃棄

り

れ


